
◎地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に

関する法律 
（令和元年一二月四日法律第六四号）（衆）   

一、 提案理由（令和元年一一月二一日・衆議院本会議） 

○大口善徳君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及びその

内容を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案に

ついて御説明申し上げます。 

 本案は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要

な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課

題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を

推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、あわせて地

域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図ろうとするものであります。 

 本案は、去る十九日、総務委員会におきまして、賛成多数をもって委員会提出の法律

案とすることに決したものであります。 

 なお、委員会におきまして、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の

推進に関する件について決議が行われたことを申し添えます。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

〇決議（令和元年一一月一九日） 

 政府及び地方公共団体は、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の

推進に関する法律」の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 都道府県知事が特定地域づくり事業協同組合を認定するに当たっては、「地域社会

の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況」に

あり、かつ「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認め

られる地区」との要件を十分に踏まえ、真に地域づくり人材の不足している地区にお

いてのみ認定・設立されることとなるよう、過疎地域の基準その他の定量的な基準を

参考にすることを含め、必要な措置を講ずること。 

二 特定地域づくり事業協同組合がその職員となる無期雇用派遣労働者を募集・採用す

るに当たっては、できる限り当該人口急減地区外の人材の移住や定住が促進されるよ

う、必要な各種施策を講ずること。また、組合員である事業主が、既に雇用している

従業員を安易に解雇して事業協同組合の職員として就労させることのないよう指導す

ること。 

三 特定地域づくり事業協同組合の職員が地域づくり人材として特定地域づくり事業に

従事しつつ適切に将来のキャリア形成を図ることの重要性に鑑み、特定地域づくり事

業協同組合において、職員本人の希望に適合する就業の機会の確保のための配慮、特



定の事業に従事する期間の確保、必要な教育訓練・キャリアコンサルティングの実施

等の取組が行われるよう、所要の措置を講ずること。 

四 特定地域づくり事業協同組合の認定に当たっては、労働者派遣事業の運営に関して

十分な専門性及び人的体制が確保されていることを確認するとともに、そのために必

要な措置及び支援策を講ずること。 

五 特定地域づくり事業協同組合が、教育訓練・キャリアコンサルティングの実施その

他の労働者派遣法において義務付けられている業務の一部を第三者に委託する場合に

は、本来、当該組合が責任を持って同法上の義務を果たすべきものであることに鑑み、

これらの委託した業務が職員の能力向上及びキャリア形成に資するよう適切に管理・

運用されるよう必要な措置を講ずること。 

六 政府及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、労働条件の明示、

時間外労働の制限、派遣労働者の直接雇用の推進、教育訓練の実施その他の労働者の

保護に関する法制度について、十分な情報提供を行うこと。 

七 特定地域づくり事業協同組合がその職員を採用するに当たっては、組合の事業計画

の内容、組合員の行う事業に係る業務又は事務の内容、想定される派遣先の業務又は

事務の内容、待遇等について、その者に対し十分な事前説明が行われるよう適切に指

導すること。 

八 特定地域づくり事業協同組合がその組合員として新たな事業者を加入させようとす

る場合には、事前に職員の意見を聴取すること等の職員の理解を得るための措置が講

じられるよう、適切に対処すること。 

九 特定地域づくり事業協同組合が雇用する職員の雇用の継続、従事する業務の内容、

労働条件等に重大な影響を及ぼす程度に事業内容を変更しようとする場合には、職員

に対し、事前に十分な説明を行い、理解と同意を得るよう指導すること。この場合に

おいて、都道府県知事は、新たな事業計画を受理する際には、特定地域づくり事業協

同組合がその職員に対し事前に十分な説明を行うべきことを指導すること。 

十 特定地域づくり事業協同組合の職員が従事する特定地域づくり事業は、地区によっ

てはその内容が多種多業にわたる可能性があることから、特定地域づくり事業協同組

合が職員の労働安全衛生の確保に特に注意を払い、事前の労働安全衛生教育の実施な

ど組合員とも連携して十分な安全対策がなされるよう必要な措置を講ずること。 

十一 人口急減地域において特定地域づくり事業協同組合の職員が安心して働き、扶養

する家族を含めて安心して生活を営むことができるよう、当該地域における適正な水

準の給与及び手当等の確保その他の適切な労働・生活環境が確保されるよう必要な措

置を講ずること。 

十二 特定地域づくり事業協同組合が、その職員を派遣する場合、安定的かつ継続的に

就業先の提供を行うことができるよう、関係事業者団体との間の情報の共有の促進そ

の他必要な措置を講ずること。また、事業協同組合が新たな就業機会を提供できない



場合であっても、職員の雇用及び賃金の支払の維持を図るための措置、休業手当の支

払等の労働関係法令に基づく雇用者責任を適切に果たすことができるための知識の普

及その他必要な措置を講ずること。 

十三 特定地域づくり事業協同組合において、新たな就業機会を提供できないことのみ

を理由としてその職員を解雇した場合、その職員の就業条件に十分に配慮していない

場合など、不適切な行為が認められた場合には、業務改善命令その他所要の措置を講

ずること。また、特定地域づくり事業協同組合において、労働者派遣法その他の労働

関係法令違反が認められた場合には、労働者派遣法に基づいて事業廃止命令その他所

要の措置を講ずるとともに、事業廃止命令を受けた特定地域づくり事業協同組合につ

いては速やかにその認定を取り消すなど適切に対処すること。 

十四 地方公共団体の任命権者は、その職員である一般職の地方公務員が公務外で特定

地域づくり事業に従事する場合においては、当該職員の自主性を損なうことのないよ

う配慮しなければならないこと。 

 右決議する。 

二、 参議院総務委員長報告（令和元年一一月二七日） 

○若松謙維君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案は、

地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手で

ある地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であるこ

とに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するた

めの措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材

の確保及びその活躍の推進を図ろうとするものであります。 

 委員会におきましては、衆議院総務委員長大口善徳君から趣旨説明を聴取した後、地

域づくり人材の確保を派遣労働者によることの妥当性等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員より反

対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年一一月二六日） 

 政府及び地方公共団体は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべ

きである。 

一、都道府県知事が特定地域づくり事業協同組合を認定するに当たっては、「地域社会



の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況」に

あり、かつ「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認め

られる地区」との要件を十分に踏まえ、真に地域づくり人材の不足している地区にお

いてのみ認定・設立されることとなるよう、過疎地域の基準等知事が認定するための

参考になる定量的基準を定めるなど必要な措置を講ずること。 

二、特定地域づくり事業協同組合の認定に当たっては、労働者派遣事業の運営に関して

十分な専門性及び人的体制が確保されていることを確認するとともに、そのために必

要な措置及び支援策を講ずること。 

三、特定地域づくり事業協同組合に対し、労働条件の明示、時間外労働の制限、派遣労

働者の直接雇用の推進、教育訓練の実施その他の労働者の保護に関する法制度につい

て、十分な情報提供を行うこと。 

四、特定地域づくり事業協同組合がその職員となる無期雇用派遣労働者を募集・採用す

るに当たっては、できる限り当該人口急減地区外の人材が採用されるよう、移住や定

住支援等必要な各種施策を講ずること。 

五、特定地域づくり事業協同組合がその職員を採用するに当たっては、組合の事業計画

の内容、組合員の行う事業に係る業務又は事務の内容、想定される派遣先の業務又は

事務の内容、待遇等について、その者に対し十分な事前説明が行われるよう適切に指

導すること。 

六、特定地域づくり事業協同組合がその組合員として新たな事業者を加入させようとす

る場合には、事前に職員の意見を聴取すること等の職員の理解を得るための措置が講

じられるよう、適切に対処すること。また、事業協同組合の組合員となった事業主が、

既に雇用している従業員を解雇して事業協同組合の職員として就労させることのない

よう対策を講じること。 

七、特定地域づくり事業協同組合の職員が地域づくり人材として特定地域づくり事業に

従事しつつ適切に将来のキャリア形成を図ることの重要性に鑑み、事業協同組合にお

いて、職員本人の希望に適合する就業の機会の確保のための配慮、特定の事業に従事

する期間の確保、必要な教育訓練・キャリアコンサルティングの実施等の取組が行わ

れるよう、所要の措置を講ずること。 

八、特定地域づくり事業協同組合が、教育訓練・キャリアコンサルティングの実施その

他の労働者派遣法において義務付けられている業務の一部を第三者に委託する場合に

は、本来、当該組合が責任を持って同法上の義務を果たすべきものであることに鑑み、

これらの委託した業務が職員の能力向上及びキャリア形成に資するよう適切に管理・

運用されるよう必要な措置を講ずること。 

九、特定地域づくり事業協同組合が雇用する職員の雇用の継続、従事する業務の内容、

労働条件等に重大な影響を及ぼす程度に事業内容を変更しようとする場合には、職員

に対し、事前に十分な説明を行い、理解と同意を得るよう指導すること。この場合に



おいて、都道府県知事は、新たな事業計画を受理する際には、特定地域づくり事業協

同組合がその職員に対し事前に十分な説明を行うべきことを周知すること。 

十、特定地域づくり事業協同組合の職員が従事する特定地域づくり事業は、地区によっ

てはその内容が多種多業にわたる可能性があることから、事業協同組合が職員の労働

安全衛生の確保に特に注意を払い、事前の労働安全衛生教育の実施など組合員とも連

携して十分な安全対策がなされるよう必要な措置を講ずること。 

十一、特定地域づくり事業協同組合の職員が安心して働き、扶養する家族を含めて安心

して生活を営むことができるよう、当該地域における適正な水準の給与及び手当等の

確保その他の適切な労働・生活環境が確保されるよう必要な措置を講ずること。 

十二、特定地域づくり事業協同組合が、その職員を派遣する場合、安定的かつ継続的に

就業先の提供を行うことができるよう、関係事業者団体との間の情報の共有の促進そ

の他必要な措置を講ずること。また、事業協同組合が新たな就業機会を提供できない

場合であっても、職員の雇用及び賃金の支払の維持を図るための措置、休業手当の支

払等の労働関係法令に基づく雇用者責任を適切に果たすことができるための知識の普

及その他必要な措置を講ずること。 

十三、特定地域づくり事業協同組合において、新たな就業機会を提供できないことのみ

を理由としてその職員を解雇した場合、その職員の就業条件に十分に配慮していない

場合など、不適切な行為が認められた場合には、業務改善命令その他所要の措置を講

ずること。また、事業協同組合において、労働者派遣法その他の労働関係法令違反が

認められた場合には、労働者派遣法に基づいて事業廃止命令その他所要の措置を講ず

るとともに、事業廃止命令を受けた事業協同組合については速やかにその認定を取り

消すなど適切に対処すること。 

十四、地方公共団体の任命権者は、その職員である一般職の地方公務員が公務外で特定

地域づくり事業に従事する場合においては、当該職員の自主性を損なうことのないよ

う配慮しなければならないこと。 

  右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


